

公　　告

次のとおり公募型企画提案競技を行うので公告する。

　令和８年４月９日

大分県知事　　佐　藤　樹　一　郎　



令和８年度県立高校魅力発信及び全国募集周知委託業務に係る
公募型企画提案競技（コンぺ）応募要領

１　事業の目的
本業務は、大分県立高等学校において、以下の２つの業務を目的とする。
[bookmark: _Hlk195604660]（１）大分県立高等学校の生徒募集に係る情報発信冊子の作成
（２）県立高校で全国募集を実施している高校（久住高原農業高校、安心院高校、国東高校、日田林工高校林業科中津南高校耶馬溪校、芸術緑丘高校音楽科）の魅力発信　
※年度途中に、新たに全国募集を実施する高校があった場合は、その高校も含む。


２　業務内容等
（１）業務内容：別紙仕様書のとおり
（２）契約期間：委託契約締結の日から令和９年３月３１日まで
（３）委託金額の上限：２，６６８，６００円（消費税込み）

３　公募方法
　　大分県教育庁ホームページ（https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/list21514-25219.html）に応募要領等を掲載し、広く公募する。
　　掲載期間：令和８年４月９日（木）～４月２２日（水）

４　参加資格
　　次の基準をすべて満たしている者。
（１）大分県が発注する物品等の調達、受払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格を有する者、または、同等の資質を有する者。
（２）受託業務に関するノウハウを有し、かつ当該委託業務を円滑に遂行するための必要な経営基盤を有していること。なお、同種の事業実績がない場合であっても、必要な経営基盤を有する企業は対象とするものである。
（３）次の①から④までの各項目のいずれにも該当しないこと。
①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者に該当する場合
　　②営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない場合
　　③都道府県民税を滞納している場合
　　④営業年数が一年未満である場合
⑤企業又は団体が、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）または暴力団（同条２号に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者と認められた場合。
（４）自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。 
① 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 
② 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 
③ 暴力団員が役員となっている事業者 
④ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者 
⑤ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者 
⑥ 暴力団（員）に経済上の利益や便宜を供与している者 
⑦ 役員等が暴力団（員）と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど、社会的に非難される関係を有している者 
⑧ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 
（５）書類の提出期限日において現に大分県の指名停止の措置を受けている者でないこと。
（６）宗教活動または政治活動を主たる目的とする者でないこと。
（７）特定の公職者（その候補者を含む）または政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的とする者でないこと。
（８）オンラインで実施するプレゼンテーションに参加すること。
（９）当事業関連企業である(株)サンリオからの内容修正依頼に対応できること。

５　提出書類
　　・提案説明書（企画書）（Ａ４用紙を基本とし、枚数制限なし）【様式自由】：８部
　　・誓約書（参加資格）【様式】：１部






※提案説明書（企画書）の作成要領


１　業務の概要
提案する業務の概要及びポイントについて説明。
また、企画全体の基本的なとらえ方、受託事業における独自性・創意工夫した点等を記載。
２  業務内容毎の具体的提案
提案する業務の流れ、実施手法、スケジュール等について具体的に説明。
３  実施体制の説明
本業務を受託した場合の業務執行体制及び配置予定者等。（役割、資格、経験等ＰＲ事項があれば記載）
４  実績、経歴の説明
過去に同種もしくは類似の事業実績があればその実績を説明。（事業名、事業主体、期日、規模等）
５  特記事項
その他本事業実施における自社の優位性等あれば記載。
６  概算経費
当該業務に必要な経費の見積書を添付。
７  個人情報保護に関する事項
個人情報保護に関する体制を記載。

６　提出期限等
下記のとおり持参または郵送により提出すること。メール、ＦＡＸ等での受付はしない。また、提出期限を過ぎての追加資料の提出は認めない。
（提出期限）令和８年４月２２日（木）１５：００【必着】
（提出先）大分県教育庁高校教育課

７　参加条件
（１）コンペ参加にかかる経費は参加事業者の負担とする。
（２）提出された作品（提案説明書等）は返却しない。

８　審査会（プレゼンテーション）の開催
日時　令和８年４月２４日（金）　１１：００～
方法　オンライン開催（詳細は後日通知する）
内容　プレゼンテーション２０分以内＋質疑１５分程度
　　※プレゼンテーションは提出済の提案説明書のみで行うものとする。

９　審査方法
    　上記の提出書類及び参加事業者のプレゼンテーションをもとに下記により審査する。
　　なお、審査結果については、コンペ参加事業者に文書にて通知するものとする。
　　※審査等に関する照会、問い合わせには一切応じない。
〔審査内容〕
下記の項目に特に留意し、企画提案を作成すること。
	[bookmark: _Hlk196134413]項目
	評価内容
	配点

	①業務計画
及び組織体制
	県内外の中学生やその保護者を対象とした企画であることを踏まえた提案となっているか。
	20点

	
	実施体制や全体計画に無理がなく、計画性や実現性はあるか。
	15点

	
	組織体制は適切か。
	10点

	
	個人情報保護の配慮がなされており、管理方法は適正か。
	10点

	②専門性
	県内外の中学生やその保護者に対して、大分県立高等学校の魅力や特色を効果的に発信するための方策が、具体的かつ適切に盛り込まれているか。
	20点

	
	目的に最適な内容となっているか。
	15点

	
	本事業実施に関する知見、ノウハウ、実績を有し、カリキュラムの構築や外部との調整・連絡等、適切に実施できる事業者であるか。
	10点

	③企画運営
	教育委員会や関係者と連絡を密にし、企画の実施・運営を行う提案になっているか。
	20点

	
	活動内容が、特定の地域等にとどまることなく、県内外の中学生やその保護者への情報発信を含む提案となっているか。
	10点

	④実施方法の
具体性
	ＳＮＳ等におけるプロモーションの提案内容が具体的で効果の見込めるものであるか。
	10点

	⑤経費
	経費積算の妥当性・効率性はみられるか。
	10点



10　採用決定と契約
　　審査委員会において、最も評価の高かった企画案を採用することとし、採用者と契約する。

11　協議による提案内容の変更
　　選定した企画提案をもとに開催していくことを基本とするが、準備段階で委託者と受託者との協議の中で生まれた工夫や事業の内容を充実させる要素等の修正が必要となる場合は、提案内容の変更もあるものとする。

12　質問の受付について
　　企画提案競技についての質問は以下の期限までに指定する様式にて、下記問い合わせ先にE-mailで提出すること。
受付期間：令和８年４月９日（木）～４月１５日（水）
　
13　問い合わせ先（質問・業務説明会参加連絡・企画提案書提出先）
　　〒８７０－８５０３　大分市府内町３丁目１０番１号　大分県庁別館６階
　　大分県教育庁高校教育課　担当：油布、渡邉司
　　電話：０９７－５０６－５６６３（油布）、５６０６（渡邉）
　　E-mail：a31210@pref.oita.lg.jp
